
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数

製菓衛生師 ② １０人 １０人

人 ワープロ検定１級 ③ １人 ０人
人 ワープロ検定２級 ③ ２人 ２人
人 ワープロ検定準２級 ③ ５人 ３人
％ ワープロ検定３級 ③ ２人 １人

％

（令和 3

0 名 13.9 ％

■中退防止・中退者支援のための取組
クラス担任制を導入し、担任が毎日の出席チェックをしている。また、授業の欠課数に応じ、保護者連絡や保護者を交えた三者面談を行っている。学
校カウンセラーの配置や、相談室の設置もある。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有
※有の場合、制度内容を記入
　特待生制度　特待生：授業料の全額免除　準特待生Ａ：授業料の５０％免除　準特待生Ｂ：授業料の２５％免除　準特待生Ｃ：授業料１００，０００円免除
　（特待生入学選考の試験結果に基づき採用している）

■専門実践教育訓練給付：　　　　非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　無
※有の場合、例えば以下について任意記載
（評価団体、受審年月、評価結果又は評価結果を掲載したホームページＵＲＬ）

令和3年4月1日時点において、在学者36名（令和3年4月1日入学者を含む）
令和4年3月31日時点において、在学者31名（令和4年3月31日卒業者を含む）

■中途退学の主な理由

進路変更、体調不良など

就職等の
状況※２

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.numasen.ac.jp/

令和4年5月1日 時点の情報）

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容
・指導教員・就職担当職員による面接指導
・学校全体によるSPI試験や適性検査の実施
・学校による独自の就職ガイダンスの開催
■卒業者数 10
■就職希望者数 10

■主な就職先、業界等（令和3年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等
ToshiYoroizuka、キャトルエピス、アンドロワ・パレ

（令和3年度卒業者に関する令和4年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいず
れかに該当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの
③その他（民間検定等）

■自由記述欄
（例）認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等

■その他
・進学者数：　　　　　　　　　　　　0人

年度卒業者に関する

■就職者数 10
100■就職率　　  　　　 　　　　

■卒業者に占める就職者の割合
： 100

長期休み

■学年始め： 4月 1日～ 4月10日
■夏　　季： 8月 1日～ 8月31日
■冬　　季：12月20日～ 1月10日
■学 年 末： 3月21日～ 3月31日

卒業・進級
条件

卒業・進級条件ともに以下の３項目を満たすこと
・必須科目及び選択必修科目において不可がないこと。
・出席率が85%以上であること。
・学納金が未納でないこと。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応

校外清掃活動、ハイキング、研修旅行　など・指導教員との面談
・家庭連絡により保護者と連携して指導

■サークル活動： 有

学期制度
■前期：  4月1日～9月30日
■後期： 10月1日～3月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法

学期末と学年末に試験を行い、平素の成績と合わせ
て、60点以上を合格とする。

６０人 ３５人 ０人 3人 16人 19人

0時間 0時間
時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

2 昼間
2220時間 630時間 420時間 1170時間

認定年月日 平成31年　3月　5日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

衛生 衛生専門課程 製菓・製パン科
平成29年文部科学省

告示第29号
-

学科の目的
食の安心安全が益々求められる中、菓子業界の製造においても理論に基づいた高度な知識、技術が求められている。菓子製造、食品衛生に関する国
家資格である「製菓衛生師免許」を取得し時代が求める菓子職人の育成を目的とする。

054-200-3333
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人
静岡理工科大学

昭和27年3月31日 杉浦 哲
〒420-8538
静岡県静岡市葵区相生町１２－１８

（電話）

沼津情報・ビジネス
専門学校

昭和58年3月22日 坂部　眞彦
〒410-0804
静岡県沼津市西条町17番地1

（電話） 055-961-2555

（別紙様式４）

令和4年6月30日※１
（前回公表年月日：令和3年6月30日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地



（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進
学状況等について記載します。

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。



種別

①

③

（年間の開催数及び開催時期）

製菓実習Ⅰ
食材や製菓機器に触れながら基本技術の習得を行い、業務用機
器類の使用方法及び食品管理衛生能力を習得する。

有限会社ろうかる菓子　紅粉屋

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

社会に求められる人材を育成するため、技術等の習得を目指し、連携授業等を行う。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

和菓子の基本技術及び最新の製法を実習を通じて学ぶ。また、製菓実習Ⅰとしての評価のほか、実技テスト、筆記試験などから
総合的に判断し和菓子として１００点評価し、生徒の技術及び知識の向上に役立てる

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

野原　沙央理 沼津情報・ビジネス専門学校　製菓・製パン科教員
令和４年２月１日～

令和５年１月３１日（１年）

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合には、種別の欄は空欄で構いません。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年２回（令和３年２月２６日、令和３年８月２日）

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

基本となる原価計算の重要性について委員より意見があり、１年次及び２年次の授業にて原価計算に関する考え方を身に付け、
コスト等を意識するよう授業を行っている。

（開催日時（実績））
第１回　令和３年２月２６日　１０：００～１１：３０
第２回　令和３年８月２日　１３：３０～１４：３０

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針

製菓・製パン業界における求める人材、求める技術について、学校と企業とで社会に求められる人材を育成するために意見交換
等を行う。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

企業等のニーズを教育に反映させるため、学校組織内における教育課程編成委員会の位置付けを「沼津情報・ビジネス専門学
校　教育課程編成委員会の位置付けに係わる規則」として、またその運営は「沼津情報・ビジネス専門学校　教育課程編成委員
会規則」として規定しており、委員会の意見を教育課程の編成に反映できる体制となっている。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

加藤　与志和 株式会社バンデロール　代表取締役
令和４年２月１日～

令和５年１月３１日（１年）

秀浦　宣広 沼津情報・ビジネス専門学校　製菓・製パン科科長
令和４年２月１日～

令和５年１月３１日（１年）

令和4年4月1日現在

名　前 所　　　属 任期

土井　宣博 静岡県洋菓子協会　理事
令和４年２月１日～

令和５年１月３１日（１年）

宮城島　進一 沼津情報・ビジネス専門学校　教務課長
令和４年２月１日～

令和５年１月３１日（１年）



②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「指導力向上研修会」
期間：令和4年冬季を予定　　　　　　対象：法人内専門学校教員向け
内容：教員の教育力・指導力向上に必要なテーマを実施

研修名「洋菓子研修　」（連携企業等：沼津リバーサイドホテル）
期間：令和４年２月３日　　　　　　対象：教員1名
内容：ホテル内サービス研修

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「主体的な学び入門　PBLによるアクティブラーニングの取り入れ方」（連携企業等：Beyond/C｜株式会社HRD研究所）
期間：令和4年1月5日（水）　　　　　　対象：法人内専門学校教員向け
内容：アクティブラーニングとは、PBLとは、授業の設計・準備と評価の注意点等

研修名「ハラスメントについて」（連携企業等：㈱フジEAPセンター）
期間：令和4年3月23日（水）　　　　　　対象：学内教職員全員
内容：ハラスメント特にアカデミックハラスメントについて学び適切な学生指導方法を理解する。

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

研修名「２０２２年食市場のトレンド」（連携企業等：日本フードコーディネーター協会主催）
期間：令和４年５月２９日
内容：食市場の現状と動向を表すトレンドを知るための講習会（オンライン）

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

「沼津情報・ビジネス専門学校　職員研修規程」を定め、教員の資質、人間性、専門分野における知識、技術の向上を図るため
「教職員研修」を、企業等及び研修機関と連携し、育成対象の教員に対し組織的及び計画的に実施している。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等



種別
地方法人団体

関係者

企業等委員

企業等委員

企業等委員

企業等委員

企業等委員

地域住民

企業等委員

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

URL:　https://www.numasen.ac.jp
公表時期：令和４年６月３０日

加藤　正樹 静岡県立三島長陵高等学校 教諭
令和４年４月１日　～

　令和５年３月３１日（１年）

土井　宣博 株式会社　雅心苑　代表取締役　社長
令和４年４月１日　～

　令和５年３月３１日（１年）

廣住　和良 株式会社ディスタンス・インターナショナル　代表取締役
令和４年４月１日　～

　令和５年３月３１日（１年）

大澤　幸男
株式会社KTSオペレーション　沼津リバーサイドホテル

総務人事マネージャ
令和４年４月１日　～

　令和５年３月３１日（１年）

（３）学校関係者評価結果の活用状況

学校関係者評価委員より①コロナ禍において始まったオンライン授業のさらなる質の向上、②感染対策の継続と学びの両立を継
続して欲しい、③学生のメンタルケア、④研修旅行は必要なのか、⑤地域社会の状況に応じた地域連携・公開講座等を検討して
欲しいなどの意見が得られた。
　対応として①昨年同様に継続して効果の高い授業実現のために対面とオンライン授業の使い分けとオンデマンドの活用につい
て検討・推進した、②感染対策の徹底により、全面休校等なく、クラスターの発生はなかった、③登校制限下における学生ケアの
難しさを感じながらも個別のケアに努め続けた、④検討を行い近い将来、制度的に研修旅行・修学旅行の強制参加を廃止するこ
ととなった、⑤地域の感染状況変化と教育課程の進捗を併せることが難しい状況となり前年同様に大きな活動はできなかったが、
引き続き実現方法の模索を続けていく。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿
　　　令和４年4月1日現在

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守 基準(7)　教職員組織、学校運営・管理、財務、法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 基準(8)　社会貢献・地域貢献、国際交流
（１１）国際交流 基準(8)　社会貢献・地域貢献、国際交流

（６）教育環境 基準(5)　教育環境
（７）学生の受入れ募集 基準(6)　学生の募集と受け入れ
（８）財務 基準(7)　教職員組織、学校運営・管理、財務、法令等の遵守

（３）教育活動 基準(2)　教育活動
（４）学修成果 基準(3)　教育成果
（５）学生支援 基準(4)　学生支援

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目
（１）教育理念・目標 基準(1)　教育理念・目標
（２）学校運営 基準(7)　教職員組織、学校運営・管理、財務、法令等の遵守

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

　本校における学校関係者評価は、年度の教育活動をまとめた自己点検評価報告書について外部の学校関係者から意見をいた
だき、学校教育に反映させることにより、教育活動及び学校運営をより良いものに改善することを目的として運営している。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

高木 田鶴子

曾根　輝夫

宇賀神　美代子

二橋　知愛

公益社団法人沼津法人会　女性部会　沼津支部長

ランアンドケントス株式会社　代表取締役

医療法人社団　真養会　田沢医院　看護局長

社会福祉法人羊之舎恵愛会　恵愛保育園　園長

令和４年４月１日　～
　令和５年３月３１日（１年）

令和４年４月１日　～
　令和５年３月３１日（１年）

令和４年４月１日　～
　令和５年３月３１日（１年）

令和４年４月１日　～
　令和５年３月３１日（１年）



（１１）その他 その他の教育活動（附帯事業等）
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

URL:　　https://www.numasen.ac.jp

（８）学校の財務 資金収支計算書、貸借対照表
（９）学校評価 自己評価・学校関係者評価の結果
（１０）国際連携の状況 留学生の受け入れ、派遣状況

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

（５）様々な教育活動・教育環境 学校行事、課外活動
（６）学生の生活支援 カウンセリング、保護者との連携体制
（７）学生納付金・修学支援 学生納付金、経済的支援措置

（２）各学科等の教育 入学者数、学修時間数、取得可能資格、卒業者数、主な就職先
（３）教職員 教職員数、組織、研修
（４）キャリア教育・実践的職業教育 キャリア教育、就職支援

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
　本校における学校関係者評価は、年度の教育活動をまとめた自己点検評価報告書について外部の学校関係者から意
見をいただき、学校教育に反映させることにより、教育活動及び学校運営をより良いものに改善することを目的として運営
している。
（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの項目 学校が設定する項目
（１）学校の概要、目標及び計画 学校概要、教育理念、教育目標

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
に関する情報を提供していること。」関係
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1 〇
フレッシュマン

セミナー

思いやりのある誠実な心（挨拶、時間、掃除）を
コンセプトに、アクティビティーや実践的な内容
を多く取り入れ、挨拶等の基本作法の習慣付けを
する。

１
前

30 1 〇 〇 〇

2 〇 就活ゼミⅠ
就職活動をする上で基本となるルールやマナーを
身につける。

１
後

30 1 〇 〇 〇

3 〇 就活ゼミⅡ
履歴書の書き方やエントリーシートの書き方・面
接の受け方など自分をアピールするために必要な
スキルを高める。

２
前

30 1 〇 〇 〇

4 〇
キャリアディベ
ロップメントⅠ

コミュニケーションスキルの自己の強みと弱みを
知り、基本的な考え方とスキルを身につける。

１
後

30 1 〇 〇 〇

5 〇
キャリアディベ
ロップメントⅡ

組織で活動する上での基本となる12の要素を知
り、身につける。

２
後

30 1 〇 〇 〇

6 〇
コミュニケー
ション活動Ⅰ

校外での集団活動を通じ、学生相互・教員とのコ
ミュニケーションをはかる。

１
前

30 1 〇 〇 〇

7 〇
コミュニケー
ション活動Ⅱ

各種の特別活動を通じて、集団行動における個人
の役割分担を意識させる。

２
前

30 1 〇 〇 〇

8 〇 衛生法規
社会の中での法体制について基本的な考え方を学
び、製菓衛生師として働く際に必要な法規につい
て具体的に学び、正しく理解する。

１
前

30 1 〇 〇 〇

9 〇 公衆衛生学
国民の疾病予防と健康の保持・増進のために、公
衆衛生が果たす意義と重要性を、歴史や衛生統計
通して学ぶ。

１
前
後

60 2 〇 〇 〇

10 〇 食品学

生活習慣病の予防には食生活の改善が必要とされ
る。そのために、基本となる食品の成分を知り、
調理・加工・保蔵中に起こる食品成分の化学変
化、栄養変化などを理解する。

１
前
後

60 2 〇 〇 〇

11 〇 食品衛生学
食品を扱う職種として食品衛生管理の重要性を理
解し実践できるよう、意義・理論・方法論につい
て学ぶ。

１
前
後

120 4 〇 〇 〇

12 〇 栄養学
対外から必要な物質を取り入れることで生命を維
持し、発育・成長している。このような営みにつ
いて学習する。

１
前
後

60 2 〇 〇 〇

13 〇 社会学
食品業界の基礎知識・マーケティング・コスト・
労務管理・流通など、菓子・パン店の独立開業に
必要な知識を身につける。

１
前
後

30 1 〇 〇 〇

14 〇 製菓フランス語
日常の挨拶やアルファベット、発音や数字など、
フランス語の基礎を学ぶ。

１
前

30 1 〇 〇 〇

授業科目等の概要

（衛生専門課程　製菓・製パン学科）
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 教員
企
業
等
と
の
連
携



15 〇 製菓理論
洋菓子・和菓子・パンの基本材料から製法・分類
など、実習とリンクさせながら科学的知識として
身につける。

１
前
後

90 3 〇 〇 〇

16 〇 製菓実習Ⅰ
食材や製菓機器に触れながら基本技術の習得を行
い、業務用機器類の使用方法及び食品管理衛生能
力を習得する。

１
前
後

480 16 〇 〇 〇 〇 〇

17 〇 サービスマナー
資質の高いホスピタリティマインドを持った製菓
衛生師を目指し、プロパティシエとしての正しい
職業観を醸成する。

２
前
後

60 2 〇 〇 〇

18 〇 フランス語
洋菓子のメニューや調理方法、材料、道具などレ
シピ作成に必要なフランス語を学習する。

２
前
後

30 1 〇 〇 〇

19 〇 デザイン・色彩
製菓技術に必要なデザイン・色彩知識の基礎を学
び、デザインや色彩が人間の味覚や心理に及ぼす
効果を理解する。

２
前

30 1 〇 〇 〇

20 〇 ラッピング
日本人が大切にする贈り物の意味や習慣、基本的
な包装について学び、基本的なラッピングのスキ
ルを身につける。

２
前

30 1 〇 〇 〇

21 〇
フードコーディ

ネート

フードコーディネート論の基礎知識や基本的マ
ナーについて学び、色彩、快適な食空間をトータ
ルにコーディネートできるスキルを身につける。

２
後

30 1 〇 〇 〇

22 〇
パソコン基礎技

術

社会人に必要とされるＩＴスキルの基本を身につ
けるため、パソコンの基本操作とOffice等のビジ
ネスソフトを習得する。

２
前

30 1 〇 〇 〇 〇

23 〇
パソコン応用技

術

自分の作品や店舗紹介をＰＣやＷｅｂ上で表現で
きるツールとして、ＨＴＭＬ等のホームページ作
成について学ぶ。

２
後

30 1 〇 〇 〇

24 〇 嗜好飲料
コーヒーや紅茶など飲料の種類や特徴、その提供
方法等について学ぶ。

２
前

30 1 〇 〇 〇

25 〇
製菓ビジネス実

務演習
サービス業に従事する社会人として必要な一般常
識、敬語、礼儀作法などについて学ぶ。

２
前
後

60 2 〇 〇 〇

26 〇 国家試験対策 国家資格を習得するための試験対策集中講座。
２
前

60 2 〇 〇 〇

27 〇 製菓実習Ⅱ
フランス菓子をはじめ、欧州各地の洋菓子作りの
基本とバリエーションについて学ぶ。

２
前
後

480 16 〇 〇 〇 〇

28 〇 校外研修
現場のスピードやタイミング、厨房での役割分担
など一連の業務を習得し、職場でのコミュニケー
ション力を身につける。

２
前

90 3 〇 〇 〇

29 〇 卒業制作
卒業作品を制作するため、企画～レシピ作成～制
作～発表までをトータルに行う。

２
後

30 1 〇 〇 〇

30 〇 カフェ実習
コーヒー・紅茶の正しい抽出方法やカフェメ
ニューなどを実践的に学ぶ。

２
後

30 1 〇 〇 〇



31 〇
洋菓子

応用実習
現場で即戦力となる高度な製菓専門技術を習得す
る。

２
後

30 1 〇 〇 〇

　　31　科目

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

【卒業要件】
（１）全科目の成績評価において不可の評価（評価点60点未満）がないこと
（２）年間出席時限数が年間消化時限数の85％以上でかつ年間出席時限数が
      425時間以上であること
（３）学納金に未納がないこと

【履修方法】
　全て必修科目である。

１学年の学期区分 2期

１学期の授業期間 15週

（留意事項）

2220単位時間(   74単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

合計


